
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
五
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
利
用
者
負
担
の
更
な
る
増
加
に
対
す
る
国
民
の
不
安
を
払
拭
す
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
利
用
者
負
担
割
合
が
三
割
と
な

る
所
得
の
額
に
つ
い
て
は
、
医
療
保
険
の
現
役
並
み
所
得
者
と
同
等
の
水
準
と
す
る
こ
と
。

二
、
利
用
者
負
担
割
合
が
二
割
と
な
る
所
得
の
額
を
定
め
る
政
令
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
所
得
に
対
し
て
過
大

な
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
改
正
に
よ
る
影
響
に
関
す
る
予
測
及
び
評
価
を

行
う
こ
と
。

三
、
利
用
者
負
担
割
合
の
三
割
へ
の
引
上
げ
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
、
平
成
二
十
七
年
に
施
行
さ
れ
た
利
用
者
負
担
割
合

の
二
割
へ
の
引
上
げ
に
関
す
る
影
響
に
つ
い
て
、
施
行
前
後
に
お
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
変
化
や
、
介
護
施
設
か
ら

の
退
所
者
数
の
状
況
、
家
計
へ
の
負
担
、
高
齢
者
の
地
域
に
お
け
る
生
活
等
に
関
す
る
実
態
調
査
を
十
分
に
行
っ
た
上
で
、

そ
の
分
析
及
び
評
価
を
行
い
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
利
用
者
負
担
割
合
の
三
割
へ
の
引
上
げ
の
施
行
の
状



況
に
つ
い
て
適
切
に
把
握
し
、
分
析
及
び
評
価
を
行
い
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四
、
軽
度
要
介
護
者
・
要
支
援
者
に
対
す
る
介
護
給
付
・
予
防
給
付
等
が
地
域
で
自
立
し
た
生
活
を
営
み
、
生
活
の
質
を
維
持

向
上
さ
せ
る
こ
と
及
び
介
護
離
職
を
防
止
す
る
等
家
族
の
負
担
軽
減
に
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
介
護
予
防
訪
問
介
護
及

び
介
護
予
防
通
所
介
護
の
総
合
事
業
へ
の
移
行
後
の
状
況
を
把
握
し
、
検
証
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
介
護
保
険
の
被
保
険
者

に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
介
護
又
は
支
援
の
必
要
の
程
度
の
高
低
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
被
保
険
者
の
心
身

の
状
況
等
に
応
じ
て
、
適
切
か
つ
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五
、
共
生
型
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
従
来
、
障
害
者
が
受
け
て
い
た
サ
ー
ビ
ス
の
量
・
質
の
確
保
に
留
意
し
、
当

事
者
及
び
関
係
団
体
の
意
見
を
十
分
に
踏
ま
え
、
そ
の
具
体
的
水
準
を
検
討
、
決
定
す
る
こ
と
。

六
、
介
護
職
員
の
処
遇
が
著
し
く
低
い
こ
と
に
鑑
み
、
優
れ
た
人
材
を
介
護
の
現
場
に
確
保
し
、
要
介
護
者
等
に
対
す
る
サ
ー

ビ
ス
の
水
準
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
の
効
果
の
把
握
を
行
う

と
と
も
に
、
雇
用
管
理
及
び
勤
務
環
境
の
改
善
を
強
力
に
進
め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


